
平
成
二
十
年
十
一
月
六
日
提
出

質

問

第

一

九

一

号

国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
不
正
経
理
問
題
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人
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国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
不
正
経
理
問
題
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
東
京
事
務
所
（
以
下
「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
」
と
い
う
。
）
の
不
正
経
理
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
十
一
日
提
出
質
問
第
四
一
〇
号
、
六
月
四
日
提
出
質
問
第
四
七
〇
号
、
六
月
十
三
日
提
出
質
問

第
五
二
八
号
、
六
月
十
八
日
提
出
質
問
第
五
八
六
号
及
び
九
月
二
十
五
日
提
出
質
問
第
二
〇
号
の
五
次
に
わ
た
っ
て
、
質
問
主

意
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
平
成
二
十
年
六
月
六
日
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
も
質
問
を
行
っ
た
。

政
府
か
ら
支
出
さ
れ
た
税
金
が
適
正
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
会
計
検
査
院
が
最
近
十
二
道
府
県
の
補
助

金
の
会
計
検
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の
道
府
県
で
不
正
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
手

法
は
、
業
者
に
架
空
の
発
注
を
し
て
、
商
品
を
受
け
取
ら
ず
に
金
だ
け
払
い
、
裏
金
を
業
者
に
預
け
て
お
く
手
法
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
ま
さ
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
経
理
に
つ
い
て
、
政
府
が
「
国
連
の
内
部
監
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
二
年
ご
ろ
か
ら
、
国

連
財
政
手
続
き
違
反
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
前
払
い
が
行
わ
れ
て
お
り
、
」
と
回
答
し
た
の
と
酷
似
し
た
不
正
経
理
の
手

法
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
会
計
検
査
院
は
、
国
際
機
関
に
設
け
ら
れ
た
基
金
に
対
す
る
拠
出
金
に
つ
い
て
も

会
計
検
査
を
行
い
、
す
で
に
閉
鎖
さ
れ
た
基
金
に
お
け
る
残
余
金
の
扱
い
に
つ
い
て
も
メ
ス
を
入
れ
て
い
る
。

会
計
検
査
院
の
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
国
民
の
税
金
を
適
正
に
使
用
す
る
た
め
の
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
対
蹠
的

一



に
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
関
す
る
日
本
政
府
の
回
答
、
さ
ら
に
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
不
正
経
理
問
題
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る

日
本
政
府
の
対
応
は
、
国
民
の
税
金
が
適
正
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
責
任
を
果
た
そ
う
と
し
な
い
極
め
て
不
誠
実
で

あ
り
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
日
本
政
府
に
は
、
会
計
検
査
院
に
指
摘
さ
れ
た
問
題
だ
け
を
是
正
し
、
そ
の
責
任
を
追
及
す

れ
ば
よ
い
と
い
う
そ
の
場
し
の
ぎ
の
対
応
で
は
な
く
、
こ
の
際
、
相
手
が
地
方
自
治
体
で
あ
れ
国
際
機
関
で
あ
れ
、
税
金
の
不

正
使
用
や
無
駄
遣
い
を
自
ら
調
査
し
て
一
掃
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

そ
こ
で
、
再
度
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
お
け
る
不
正
経
理
問
題
及
び
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
の
明
確
な
見
解
を

求
め
る
。

一

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
不
正
経
理
と
会
計
検
査
院
の
会
計
検
査
に
つ
い
て

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
は
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
付
け
回
答
に
お
い
て
、
「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東

京
の
年
間
予
算
の
中
、
政
府
は
、
従
来
よ
り
、
広
報
活
動
費
に
つ
い
て
拠
出
す
る
と
と
も
に
、
平
成
十
七
年
度
以
降
施
設

費
に
相
当
す
る
分
を
拠
出
し
て
い
る
。
各
年
度
の
政
府
の
拠
出
額
は
、
広
報
活
動
費
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
二

年
度
は
約
十
四
万
九
千
ド
ル
、
平
成
十
三
年
度
は
約
十
九
万
八
千
ド
ル
、
平
成
十
四
年
度
は
約
二
十
万
八
千
ド
ル
、
平
成

十
五
年
度
は
約
十
七
万
七
千
ド
ル
、
平
成
十
六
年
度
は
約
二
十
一
万
四
千
ド
ル
、
平
成
十
七
年
度
は
約
十
六
万
三
千
ド

二



ル
、
平
成
十
八
年
度
は
約
十
二
万
一
千
ド
ル
、
平
成
十
九
年
度
は
約
十
九
万
九
千
ド
ル
で
あ
り
、
施
設
費
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
が
、
そ
れ
ぞ
れ
約
千
九
百
十
九
万
円
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
具
体
的

に
、
野
村
彰
男
氏
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
所
長
を
し
て
い
た
平
成
十
五
年
、
十
六
年
、
十
七
年
の
「
広
報
活
動
費
」
は
、
平

成
十
四
年
度
、
十
五
年
度
、
十
六
年
度
の
、
日
本
政
府
の
ど
の
予
算
科
目
か
ら
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
ど
の
口
座
に
、
い

つ
、
い
く
ら
、
ど
こ
を
経
由
し
て
、
日
本
政
府
の
予
算
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
支
払
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
対
し
て
日
本
政
府
か
ら
「
広
報
活
動
費
」
が
支
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
何
年
か
ら
で
、
ど

の
予
算
科
目
か
ら
、
い
く
ら
、
支
出
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
日
本
政
府
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
広
報
活
動
費
を
支
援
す
る
こ

と
と
し
た
時
点
で
、
日
本
政
府
と
国
連
事
務
局
と
の
間
で
取
り
決
め
ら
れ
た
内
容
（
口
座
名
、
金
額
、
日
本
政
府
か
ら
国

連
へ
の
支
出
の
方
法
な
ど
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
「
広
報
活
動
費
」
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
開
始
年
度
以
来
、
毎
年
い
く
ら
支
出

さ
れ
て
い
る
の
か
、
第
二
に
、
途
中
で
増
額
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
と
国
連
と
の
交
渉
経
緯
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
、
第
三
に
、
こ
の
拠
出
は
米
ド
ル
で
行
わ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
円
で
行
わ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
回
答
さ
れ
た

い
。

三



�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
「
広
報
活
動
費
」
の
予
算
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
以
外
の
拠
出
は
あ
る
か
。
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
政

府
の
拠
出
割
合
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
広
報
活
動
費
予
算
の
何
％
を
占
め
て
い
る
か
。

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
は
、
国
連
機
関
で
あ
り
、
そ
の
活
動
費
は
日
本
政
府
か
ら
の
拠
出
金
に
よ
っ
て
そ
の
二
分
の
一
以
上
が

賄
わ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
、
会
計
検
査
院
は
、
日
本
政
府
か
ら
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
支
出
さ
れ
た
「
広
報
活
動
費
」

の
使
用
が
適
正
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
日
本
政
府
の
機
関
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、
日
本
政
府

の
見
解
を
問
う
。

二

開
発
協
力
信
託
基
金
に
つ
い
て

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
付
け
回
答
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
広
報
活
動
費
」
と

「
施
設
費
」
以
外
に
も
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
は
、
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
か
ら
の
支
出
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
提
出
質
問
第
二
〇
号
で
の
質
問
に
対
し
て
、
日
本
政
府
は
十
月
三
日
付
け
回
答
に
お
い
て
、

「
政
府
は
、
開
発
協
力
信
託
基
金
を
通
じ
て
国
連
広
報
局
に
対
し
て
支
援
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
十

九
年
度
ま
で
に
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
関
連
の
活
動
に
充
て
ら
れ
た
額
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
一
〇
号
）
一
の
�
に
つ
い
て
お
答
え
し
た
各
年
度
の
総
額
に
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の

四



個
別
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
関
連
文
書
の
多
く
が
保
存
期
限
を
経
過
し
保
存
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
、
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
は
、
ど
の
よ

う
な
趣
旨
で
、
何
年
度
か
ら
何
年
度
ま
で
計
上
さ
れ
た
予
算
で
あ
る
の
か
、
及
び
そ
の
予
算
額
と
決
算
額
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

�

「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
の
創
設
に
当
た
り
、
日
本
政
府
と
国
連
事
務
局
と
の
間
で
は
ど
の
よ
う
な
取
り
決
め
が
な
さ

れ
た
の
か
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
は
、
日
本
政
府
か
ら
国
連
の
ど
の
口
座
に
振
り
込
ん
で
い
る
の
か
、
ま
た
、
国
連
に
お
い

て
、
そ
の
口
座
を
管
理
し
て
い
る
の
は
ど
の
部
署
か
を
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
に
は
、
日
本
政
府
の
予
算
支
出
が
終
了
し
た
時
点
で
使
用
さ
れ
ず
に
繰
り
越
さ
れ
た
金
員
が

あ
る
か
。
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
く
ら
か
を
、
ま
た
、
現
時
点
で
い
く
ら
残
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

�

日
本
政
府
が
国
連
に
拠
出
す
る
基
金
の
中
に
は
、
そ
の
基
金
の
使
用
に
つ
き
、
日
本
政
府
と
協
議
を
し
て
使
用
す
る
旨

の
約
束
の
下
に
使
用
す
る
基
金
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
基
金
が
あ
る
か
を
網
羅
的
に
示
さ
れ
た
い
。
特

五



に
、
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
が
そ
の
よ
う
な
基
金
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
回
答
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
開
発
協
力
信

託
基
金
」
が
、
基
金
の
使
用
に
つ
い
て
日
本
政
府
と
の
協
議
を
必
要
と
す
る
基
金
で
あ
る
場
合
、
「
開
発
協
力
信
託
基

金
」
が
創
設
さ
れ
て
以
降
現
在
ま
で
に
、
日
本
政
府
と
し
て
承
知
し
て
い
る
支
出
先
に
つ
い
て
、
網
羅
的
に
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
さ
ら
に
、
最
近
二
年
間
に
国
連
か
ら
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
の
使
用
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
案
件
は
何

か
、
そ
れ
を
承
諾
し
た
理
由
、
そ
の
経
緯
と
金
額
と
も
に
、
回
答
さ
れ
た
い
。
他
方
、
日
本
政
府
と
の
協
議
を
必
要
と
し

な
い
基
金
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
い
か
に
し
て
、
予
算
の
趣
旨
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
具
体
例
を
あ
げ
て
説

明
さ
れ
た
い
。

�

日
本
政
府
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
「
広
報
活
動
費
」
に
も
使
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
金
額
、
そ
の
支
出
経
路
（
国
連
の
ど
の
部
署
の
ど
の
口
座
か
ら
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ

Ｃ
東
京
の
ど
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
か
。
）
、
そ
の
支
出
に
関
す
る
国
連
の
基
金
管
理
当
局
と
日
本
政
府
と
の
間
の
交

渉
の
経
緯
に
つ
い
て
、
明
確
に
さ
れ
た
い
。

�

高
島
肇
久
氏
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
所
長
を
務
め
て
い
た
二
〇
〇
〇
年
八
月
か
ら
二
〇
〇
二
年
八
月
の
間
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ

東
京
で
は
国
連
大
学
内
に
Ｕ
Ｎ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
開
設
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
経
費
は
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
に
よ
る
資

六



金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
Ｕ
Ｎ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
開
設
は
誰
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
発
案
さ
れ
た
の
か
、
及
び
、

日
本
政
府
担
当
部
局
、
基
金
を
管
理
す
る
国
連
事
務
局
の
部
局
、
実
際
に
そ
の
基
金
を
使
用
し
た
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
並
び
に

事
業
を
行
っ
た
電
通
と
の
間
で
、
ど
の
よ
う
な
交
渉
を
行
い
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
及
び
理
由
で
、
ま
た
予
算
額
と
し
て

い
く
ら
を
、
日
本
政
府
が
Ｕ
Ｎ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
開
設
の
た
め
に
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
の
使
用
を
認
め
た
の
か
に
つ
い

て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
で
「
預
け
」
に
該
当
す
る
不
正
経
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
五
月

三
十
日
付
け
政
府
回
答
は
「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
職
員
が
年
末
に
予
算
を
使
い
切
る
必
要
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
従
来
か
ら
外
務
省
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東

京
に
拠
出
し
て
き
た
「
広
報
活
動
費
」
の
支
出
に
加
え
て
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
か
ら
の
特
別
拠
出
金
が
日
本
政
府
か

ら
支
出
さ
れ
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
が
日
本
政
府
か
ら
支
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
金
員
を
年
度
内
に
「
使
い
切
る
こ
と
」
が
で
き

な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
不
正
経
理
を
招
い
た
の
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
へ
の
予
算
の

支
出
に
あ
た
っ
て
、
必
要
額
を
査
定
し
、
必
要
な
だ
け
支
出
す
る
こ
と
を
怠
り
、
無
駄
な
予
算
支
出
を
行
っ
た
日
本
政
府

に
そ
の
責
任
の
一
端
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
日
本
政
府
の
見
解
を
問
う
。
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Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
で
「
預
け
」
に
該
当
す
る
不
正
経
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
二
〇
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
」

で
あ
り
、
ま
た
、
「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
職
員
が
年
末
に
予
算
を
使
い
切
る
必
要
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
か
ら
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
不
正
経
理
の
責
任
者
は
、
二
〇
〇
〇
年
末
に
所
長
を
し
て
い
た
高
島
肇
久
氏
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
に
対
し

て
、
平
成
二
十
年
十
月
三
日
付
け
政
府
回
答
で
は
、
「
国
連
側
か
ら
は
平
成
十
二
年
頃
か
ら
前
払
が
行
わ
れ
て
い
た
と
報

告
を
受
け
て
お
り
、
高
島
肇
久
氏
の
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
所
長
就
任
は
平
成
十
二
年
八
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
、

だ
れ
が
所
長
の
時
に
前
払
が
始
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
と
し
て
い

る
。
日
本
国
民
の
税
金
使
用
に
関
し
て
不
正
経
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
は

「
だ
れ
が
所
長
の
と
き
に
始
ま
っ
た
の
か
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
回
答
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
日

本
政
府
は
不
正
経
理
の
責
任
者
を
明
ら
か
に
す
る
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
、
第
二
に
、
仮
に
そ
の
意
思
が
な
い
と
す
れ

ば
、
国
民
の
税
金
の
無
駄
を
省
く
努
力
を
し
て
い
る
中
で
、
国
民
の
税
金
に
関
す
る
不
正
の
責
任
者
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
放
棄
し
、
傍
観
し
て
い
る
理
由
は
何
か
、
第
三
に
、
日
本
政
府
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京

の
不
正
経
理
が
始
ま
っ
た
と
き
の
責
任
者
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
か
、
明
確
に
回
答
願
い
た

い
。

八
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野
村
彰
男
氏
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
所
長
で
あ
っ
た
期
間
の
う
ち
二
〇
〇
三
年
一
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
の
十
二
月
ま
で
の

二
年
間
の
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
「
広
報
活
動
費
」
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
そ
れ
は
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
か
ら
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ

Ｃ
東
京
の
ど
の
口
座
に
、
い
つ
、
い
く
ら
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
支
出
さ
れ
て
い
た
の
か
、
第
二
に
、
野
村
彰
男
氏
が

二
〇
〇
五
年
十
二
月
の
所
長
退
任
後
も
現
在
に
至
る
ま
で
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
口
座
か
ら
の
引
き
落
と
し
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
代
理
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
事
実
、
ま
た
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
日
本
政
府
は
知
っ
て
い
る
か
、
に
つ
い

て
、
回
答
を
求
め
る
。

��

「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
の
使
用
手
続
き
に
関
し
て
、
基
金
の
金
を
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
使
用
す
る
か
ど
う

か
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
基
金
を
管
理
す
る
国
連
事
務
局
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
使
用
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
許

可
権
限
を
持
つ
日
本
政
府
に
あ
る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

��

「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
は
、
一
〇
〇
％
日
本
国
民
の
税
金
か
ら
の
支
出
に
よ
る
基
金
で
あ
る
。
こ
の
基
金
が
、
適
正

に
使
用
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
ま
た
、
無
駄
撲
滅
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
残
さ
れ
て
い
る
基
金
を
日

本
政
府
に
返
還
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
な
ど
に
つ
い
て
、
会
計
検
査
院
に
よ
る
検
査
の
対
象
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、
日
本
政
府
の
見
解
を
問
う
。

九



三

国
連
拠
出
金
の
扱
い
等
に
つ
い
て

�

日
本
政
府
は
、
日
本
政
府
が
国
連
に
支
払
う
べ
き
分
担
金
及
び
拠
出
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十

四
日
付
け
回
答
で
、
「
政
府
は
、
過
去
に
お
い
て
国
連
に
支
払
う
分
担
金
及
び
拠
出
金
を
国
連
本
部
が
管
理
し
て
い
る
Ｕ

Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
銀
行
口
座
に
振
り
込
ん
で
い
た
が
、
平
成
十
四
年
以
降
は
、
為
替
の
変
動
に
よ
る
損
益
の
発
生
を
回
避
す

る
た
め
、
米
国
に
あ
る
国
連
本
部
の
銀
行
口
座
に
送
金
し
て
い
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
が
国
連
本
部
に
送
金
す
る
た
め
の
銀

行
手
数
料
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。
」
と
し
、
ま
た
、
平
成
十
四
年
度
に
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
経
由
で
は
な
く
、
直
接

国
連
本
部
に
支
払
う
こ
と
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
十
月
三
日
付
け
回
答
で
、
「
我
が
国
の
国
連
分
担
金
等

に
つ
い
て
は
、
国
連
か
ら
支
払
要
請
の
あ
っ
た
米
貨
額
を
当
該
年
度
の
予
算
要
求
時
に
一
律
に
定
め
ら
れ
た
為
替
レ
ー
ト

に
よ
り
換
算
し
た
邦
貨
額
を
予
算
計
上
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
実
際
に
支
払
う
際
の
為
替
レ
ー
ト
と
予
算
上
の
為
替

レ
ー
ト
間
の
差
か
ら
差
損
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
よ
り
安
定
的
・
効
率
的
な
予
算
の
執
行
を
確

保
す
る
た
め
、
平
成
十
四
年
度
以
降
は
、
米
国
に
あ
る
国
連
本
部
の
銀
行
口
座
に
送
金
し
て
い
る
。
」
と
回
答
し
て
い
る

が
、
他
方
で
、
「
日
本
政
府
の
支
払
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
銀
行
口
座
に
振
り
込
ん
だ
時
点
で
完
了
し
た
も
の
と
理
解
し

て
い
る
。
」
と
回
答
し
て
お
り
、
「
実
際
に
支
払
う
際
の
為
替
レ
ー
ト
と
予
算
上
の
為
替
レ
ー
ト
間
の
差
か
ら
差
損
が
生

一
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じ
る
可
能
性
」
は
な
く
、
政
府
回
答
は
「
送
金
先
を
変
更
す
る
理
由
」
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
慮
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
具
体
的
、
か
つ
、
詳
細
に
、
送
付
先
変
更
の
理
由
を
回
答
さ
れ
た
い
。

�

日
本
政
府
の
拠
出
金
等
の
支
払
い
を
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
口
座
に
送
金
す
る
こ
と
で
、
例
え
ば
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
が
行
う

外
貨
交
換
の
手
数
料
を
通
常
の
手
数
料
よ
り
減
免
す
る
こ
と
な
ど
、
日
本
政
府
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
、
銀
行
の
間
で
取
り
決

め
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
か
。

�

平
成
十
四
年
度
か
ら
行
わ
れ
た
日
本
政
府
の
分
担
金
及
び
拠
出
金
の
送
金
先
の
変
更
に
関
し
て
、
当
時
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京

の
所
長
で
あ
っ
た
高
島
肇
久
氏
か
ら
、
日
本
政
府
に
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
か
。
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
意
見

の
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

四

日
本
政
府
の
国
民
の
税
金
に
関
す
る
不
正
経
理
真
相
究
明
の
姿
勢
に
つ
い
て

国
連
と
い
え
ど
も
、
ほ
ぼ
日
本
政
府
の
拠
出
の
み
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
経
理
に
つ
い
て
は
、
不

正
経
理
の
真
相
解
明
と
責
任
の
追
及
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
そ
の
支
出
を
行
う
日
本
政
府
の
責
任
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。こ

の
よ
う
な
中
で
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
銀
行
口
座
を
閉
鎖
し
、
新
た
に
別
の
銀
行
口
座
を
開

一
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設
す
る
予
定
で
あ
る
と
仄
聞
す
る
。
真
相
究
明
が
進
ん
で
い
な
い
段
階
で
の
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
不
正
を
覆
い
隠
す
た
め

と
も
取
ら
れ
か
ね
な
い
た
め
、
日
本
政
府
と
し
て
は
、
早
急
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
ま
つ
わ
る
す
べ
て
の
金
の
流
れ
を
解
明

し
、
経
理
の
適
正
化
と
責
任
の
追
及
、
さ
ら
に
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
廃
止
も
含
め
た
国
連
行
財
政
改
革
に
乗
り
出
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
日
本
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。
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